
 特別弔慰金 対象者早見表　令和７年４月１日時点で一番先順位のご遺族ひとりに支給

◆早見表の見方◆

各質問に該当する場合は「はい」の矢印、該当しない場合は「いいえ」の矢印に沿って進んでください。
支給対象となる可能性のある方は、お住まいの市区町村役場にご相談のうえ請求手続を行ってください。
※援護法による『弔慰金』受給者ご本人は、この早見表によらない場合があります。

スタート

三親等内の親族に、先の大戦で負った怪我や罹った
病気が原因で死亡した軍人、軍属、準軍属の方

（戦没者等等）はいらっしゃいますか？ 
いいえ

対象者では
ありません

はい

あなたは令和７年４月１日午前０時時点で
生存していますか？

いいえ
対象者では
ありません

はい

戦没者等から見たあなたの続柄は、子ですか？

あなたは戦没者等の死亡当時にお生まれですか？
（戦没者等の子の場合は、胎児であった場合を含みます）

いいえ
対象者では
ありません

はい

戦没者等の死亡に関連して公務扶助料（恩給法）や
遺族年金（援護法）を受給している親族は
いらっしゃいますか？※令和７年４月１日現在

はい
対象者では
ありません

いいえ
①対象者と

なる可能性が
あります

はい

②対象者となる可能性があります
※戦没者等の死亡当時に生計関係が無い方や、令和７年４月１日
時点において改氏婚または養子縁組をしている方は、後順位です

いいえ

いいえ

対象者では
ありません

はい

いいえ

いいえ

対象者では
ありません

戦没者等から見た
あなたの続柄は、
父母、孫もしくは
兄弟姉妹ですか？

上記①の対象者は
いますか？

戦没者等から見た
あなたの続柄は、

上記以外の三親等内
親族(甥姪)ですか？

はい

はい 戦没者等の死亡当時ま
で引き続き１年以上、
戦没者等と生計関係を
有していましたか？

いいえ

対象者ではありません

③対象者と
なる可能性が

あります

はい 上記①②の対象者は
いますか？

いいえ


